
もう殆どインフォームド・コンセントの議論も前のところで行なわれてしまって、私
が申し上げることは何もなくなってきていますが、今新しい問題としての遺伝子診断、
それが治療に臨床応用されていくということがありますので、一応そこに限った話しと
いうことでこれから述べさせていただきます。
まずもう、先ほどの話で殆どインフォームド・コンセント法理というものについては
出ていますから、そこは本日は割愛させていただきますが、一言だけ。やはり未だにイ
ンフォームド・コンセントの理解というものが定まっていない。例えば厚生省や文部省
から出ている遺伝子治療の臨床研究に関する指針などでのインフォームド・コンセント
の和訳は、お役所が作られた極めて名文なんですね。「適切な説明に基づく被験者の同
意」のように「適切な」という言葉に置き換えています。例えば学術論文等の和訳を見
ると「十分な説明」または「納得する」とかいう言葉をつけているわけですけれども、霞ヶ関では「適切な」
という言葉に置き換えた。そこらへんに、未だ日本のインフォームド・コンセント論のまだるっこしさが一つ
象徴的にあるでしょう。
それから我々法学の方から申し上げますと、やはり最後は判例…つまり最高裁判所を頂点とする判決によっ
てインフォームド・コンセントらしきものについての、ある程度の指針というものが一応見えてきます。です
から、基本的にはもう出てきました治療の内容であるとか、治療の成績であるとか、もしその治療を受けなか
ったからどういう別の治療を受けられるのか、また受けたらその予後はどうなるのか、それから危険性の問題
であるとか、そういう大ざっぱな要件に値するものは当然、もう既に判決でも認めているということです。
それで本題に入りますが、例えば遺伝子異常…特に先天的異常等を中心とするところについてインフォーム
ド・コンセントが絡んでくるような事件というのは、あまりにも少ない。象徴的に上げられているのが昔から
あるのですが、先天性風疹症候群の子の出生でして、つまりお母さんが風疹に感染していて、ちょうどそれが
妊娠の途中だった。それで検査を受けなかった（検査値が間違っていたというようなことが事件としては出て
くるわけですが）。そして異常児が出産された。それについて産婦人科医を標的にして医事訴訟…損害賠償請求
がなされたというのがあるわけです。
今までのところでは、そこら辺をどう捉えるかと言いますと、優生保護法でスライド１に示してあります。
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今回改正があり、今年の９月２６日から施行されているわけですが、こういうものです。
スライド２は、本当は大変変わっているのですけれども、今日の議論をしなければならないところは、ちょ
うど真ん中にある「妊娠の継続または分娩が身体的または経済的理由により」ということで、これはいつも出
てくるところです。ここのところをどう解釈していくのかというところで事件が起きているということです。
スライド３は厚生省の方から発表があった人工妊娠中絶の現在の統計数値です。
日本で行なわれる人工妊娠中絶は大体３８万件。平成６年は３６万件くらいになっています。内訳の中で「母
体の健康」とあるのが、日本でよく言われている、いわゆる経済的な問題です。これが大部分で、極めて遺伝
的な問題によって指定されてというようなことは殆ど数字にはならない。つまり、いわゆる社会的条項…そう
いう言葉は法律の用語にありませんが、理解としては社会的条項というものに相当するもので、日本全国の人
工妊娠中絶は大部分はこれで行なわれています。
あと、胎児条項というのは無いわけですね。こことの関係が後で問題になってくるところです。
スライド４が、風疹に罹患にしたことによって異常児
が出たことで損害賠償請求をされた事件の、日本で初め
ての判決で、昭和５４年の事件です。
これは産婦人科の先生には大変きつい判決ということ
で、衝撃的なため、特に医師会等からは大変反発も出た
ような歴史的なものです。判示事項の一番上の◆印のと
ころに書いていますが、「妊婦らにおいて出産するかど
うかの判断が可能になる程度の具体的な説明、教示をす
る義務」があるのだと。まあまあ大丈夫でしょうという
ような話を外来でしていたという事実があり、そういう
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ところで悪しき結果を招いた場合なのですが、それについては損害賠償（慰籍料という形でした）で、医師の
責任が認められています。つまり裁判所は、インフォームド・コンセントとかいう言葉は一切使っていません
が、ある程度それに相当するようなことが、もう既に昭和５４年でも認識されていたということです。
スライド５の次の事件にいきます。
これは続いて昭和５８年です。これも同様です。一番下の右から６行目に、先ほど述べた優生保護法で言うと
ころの、いわゆる社会的条項、経済的云々によって、母体を害する恐れのあるものに該当するであろうと。つ
まりこの風疹の罹患については、この条文の条項を使うことによって、人工妊娠中絶が法的には可能ですよと
いうことをこの判決は一応明言しました。これでだいたい認識が広がったということです。これについての解
釈としては、極めて苦しいのではないかという批判も当然あるのですが、これを使わないとできないというこ
とで、まあ逆説的な論法でこういうように判決文が書かれています。ですから、産婦人科医の方は母親が決め
ることのできる情報を与えていないわけですから、この判示事項に示すとおり、「危険等に関する説明をする」
義務違背があったとして、病院に損害賠償を肯定しています。
スライド６はまだまだ新しい平成４年ですが、ここで極めて面白いことが出てくるわけです。
判示事項の２つ目の◆で、妊娠を継続して出産すべきかどうかということについては、これはまず妊婦の自
己決定権が前提だと。アメリカ法の理論からいけば当然こういうふうな書き方をするのでしょうが、日本でも
自己決定の前提としての情報である。それが医師の診療契約上の債務不履行または不法行為（過失）によって
提供されない、つまり自己決定権が侵害されたときには、法律上保護すべき利益が侵害されたというので、慰
謝料の対象になるのだと言っています。
これはもう先ほどの判決、裁判での流れと同じです。ただこの事件については養育の問題があります。つま
り身体障害児が生まれていますから、大変お金のかかるような劣悪な環境があるわけですね。それに対する養
育費、医療費、付き添い料というものも合わせて請求をしていますが、それに関しては裁判所は認めていませ
ん。ただ自己決定権の侵害ということに着目して、損害賠償を認めています。
それから、この判決の大変面白いところなのですが、異常児ができた。では人工妊娠中絶するのか、しない
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のかについてどう判断すべきなのかということですが、
判断ということになると「高度な道徳観・倫理感」にか
かわることにあると。ですからここでは軽々とは申さな
い。つまり法律上の問題ではないと。子供を生むべきか
生まないべきかということは法律上の問題ではなくて、
夫婦、ご両親の問題であって、およそ法の世界を超えた
ものと言わざるを得ないと裁判所はコメントしていま
す。うまく言ったものだなと思いますけれども、まあ裁
判所としてはこうしか書きようがないのでしょうね。
スライド７も平成４年の前橋の事件でしたが、これも
風疹抗体価再検査の指示を出さなかったものです。ここ
に事件番号平成３年と書いてあるので、これは平成３年に裁判所に出されています。ということが平成になっ
てからも起きたということです。だいぶ議論もされ、色々な知識がお医者さん方にも広まっているはずなのに、
未だに検査の指示も出さない臨床医が存在していた。負けて当然だと言わざるを得ないわけです。これはもう
機械的に再検査を出さなかったということで、「当時の医学的常識に反した診断をした」ということは、過失が
あると言わざるを得ない。極めてあっさりと言っています。
これまでのことをスライド８にもう一度載せました。
スライド９でまとめに入りますが、こういう異常児の発生は、遺伝的なものを考えると、やはりこれは単に
異常児の発生ということではない。特に遺伝子診断ということになると、遺伝病ばかりではなくて、感染症や
悪性新生物、良性疾患等について、極めて明快な示唆を与える情報を含んでいるわけです。そのことは判決文
の言葉を引用するならば、「自己決定の前提としての情報」を患者さんのもとに送ることが多くなるということ
を、正に示していると思います。
つまり遺伝子診断をするということが quality of life（生命の質）に直結するものであるならば、日常の診療
に使われてよいだろう。よく議論として、遺伝子診断というのは治療法と結び付いてない。つまりネガティブ
な情報を与えるわけですから、差し控えたらどうだというような強い意見もあることは承知しておりますけれ
ども、仮に治療法がなくても診断は今いくつも実現しているわけですから、やはりそれが患者さんのquality of
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lifeに直結するような情報である以上は、自己決定権というものがありますから、遺伝子診断というものも日常
の診療に十分に使われていってよいだろうと私は考えているわけです。
しかし、ただ闇雲に使うわけではありません。名古屋の胆嚢癌の癌告知訴訟の最高裁判決で言われた言葉を
そのまま借りると、やはりそういう極めてセンシティブであり大変重要な問題を含んだ情報を与えるためには、
患者との十分な信頼関係の樹立を前提とするということです。つまり、与えなさいとは言っているが、その前
提条件として、医師と患者の間に十分にそういうセンシティブな話しをできる環境を作った上で、ちゃんと情
報を伝えてフォローをしていきなさいということです。それは遺伝子診断のような問題にも着目できると思う
のです。
こういう問題というものは、総論賛成各論反対にて、なかなか話しが進まない。これに対して、特に臨床の
現場で重症な患者さんを毎日診療されている先生方は、絶えず歯がゆさというか怒りに近いものを持って、私
たちにぶつけられてくるわけです。
私は個人的には、臓器移植とか遺伝子治療とかいうものを肯定的に捉えて、推進する側の立場に立っていま
すが。やはり倫理学とか法学等、ある程度物事の動きをストップさせたり躊躇させるようなことを役割として
いる分野の人間は、ストップだとか、まだ議論ができていない、コンセンサスが得られていない、というよう
な言葉で話しを打ち切ってしまうようなことがあります。つまり現実的な対応の話のときには、わかりません
と言って逃げる方が、はっきり言って人文科学、社会科学の方に大変多いと思います。
ある意味では、あまりきついことは言わない。ただ、まだちょっと早いんじゃないですか、ということを言
っておけば、だいたい納まりがつくようなものだと。果たして、そういう対応でいくことで我々の分野の責任
を果たせるのかということに、大変疑問を持っています。現実的対応の上で、どうしてもやはり、悪いんだ、
早いんだということを言うならいいのですが。そこのところのステップの飛躍というものを、我々人文科学や
社会科学の人間にも求められているということも忘れてはならないと思います。
これらの話は、昨年夏に出た『医学あゆみ』の遺伝子診断特集の中で「遺伝子診断とインフォームド・コン
セント」ということで一文を載せておりますので、ご興味のある方は読んでいただければと思います。
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